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住宅ローン控除の具体的な控除額図表1

控除額

１
〜
10
年
目

①年末借入残高×１％
・年末借入残高の限度額は
　特定取得以外の場合：2,000万円
　特定取得（一般）の場合：4,000万円
　特定取得（認定住宅）の場合：5,000万円
②土地建物の購入価格×１％
・建物の購入価格は税込金額
・「補助金の交付を受けた場合」または、「直
系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税等を適用した場合」は控除
後の金額
③①と②いずれか少ない金額

（
消
費
税
10
％
の
場
合
の
み
）

11
〜
13
年
目

①年末借入残高×１％
・年末借入残高の限度額は
特定取得（一般）の場合：4,000万円
特定取得（認定住宅）の場合：5,000万円
②建物の購入価格×２％÷３
・建物の購入価格は税抜金額
（4,000万円または5,000万円限度）
・「補助金の交付を受けた場合」または、「直
系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税等を適用した場合」には控
除前の金額
③①と②いずれか少ない金額
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去
る
平
成
30
年
12
月
14
日
、自
民・

公
明
両
党
は
「
平
成
31
年
度
税
制
改

正
大
綱
」
を
決
定
し
た
。
大
綱
は
、

１
月
28
日
召
集
の
通
常
国
会
に
税
制

改
正
法
案
と
し
て
提
出
さ
れ
、
年
度

内
に
は
成
立
す
る
予
定
で
あ
る
。
そ

の
中
か
ら
Ｆ
Ｐ
と
し
て
押
さ
え
て
お

き
た
い
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
お
話
を

う
か
が
っ
た
。

│
│
平
成
最
後
の
「
税
制
改
正

大
綱
」
で
す
が
、
ポ
イ
ン
ト
は

10
月
か
ら
の
消
費
税
増
税
対
策

に
あ
り
ま
す
ね
。

柴
原　

大
綱
の
基
本
的
考
え
方
で
は

「
消
費
増
税
の
引
上
げ
に
伴
う
対
応

策
」
が
最
初
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

各
論
の
具
体
的
内
容
で
も
、
冒
頭
が

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
の
創
設
で

す
。
こ
の
ほ
か
、
自
動
車
に
係
る
措

置
、
軽
減
税
率
の
実
施
、
医
療
に
係

る
措
置
な
ど
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
創
設
は
、

「
住
宅
に
係
る
需
要
変
動
の
平
準
化

の
た
め
」
に
行
わ
れ
ま
す
。
個
人
の

住
宅
取
得
は
経
済
的
な
波
及
効
果
が

大
き
い
た
め
に
景
気
動
向
を
左
右
し

ま
す
。
消
費
税
引
上
げ
前
の
駆
込
み

取
得
や
引
上
げ
後
の
需
要
の
落
込
み

が
あ
る
と
、
景
気
に
悪
影
響
を
も
た

ら
し
ま
す
。
こ
の
特
例
は
そ
う
し
た

動
き
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
す
。

　
こ
の
特
例
は
、
消
費
税
が
10
％
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
２
０
１
９
年
10
月

１
日
か
ら
２
０
２
０
年
12
月
31
日
ま

で
の
１
年
３
ヵ
月
間
に
、
消
費
税
率

10
％
で
住
宅
を
取
得
し
て
居
住
の
用

に
供
し
た
場
合
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
、

現
行
の
10
年
間
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
期
間
に
、
特
例
と
し
て
３
年
間
を

加
え
13
年
に
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

控
除
額
は
、
当
初
10
年
間
は
現
行

と
同
じ
で
す
が
、
11
年
目
か
ら
13
年

目
の
３
年
間
は
、
10
年
目
ま
で
と
同

じ
「
住
宅
借
入
金
等
の
年
末
残
高
×

１
％
」
と
、
消
費
税
が
か
か
る
建
物

部
分
の
消
費
税
ア
ッ
プ
分
を
３
年
間

で
カ
バ
ー
す
る
金
額
と
を
比
較
し
て
、

少
な
い
ほ
う
の
金
額
に
な
り
ま
す
。

　

後
者
の
計
算
式
は
〔「
住
宅
の
取

得
等
の
対
価
の
額
ま
た
は
費
用
の
額

－

当
該
住
宅
の
取
得
等
の
対
価
の
額

ま
た
は
費
用
の
額
に
含
ま
れ
る
消
費

税
額
等
」
×
２
％
÷
３
〕
と
な
っ
て

い
ま
す
。「
×
２
％
÷
３
」
は
建
物

部
分
に
か
か
る
２
％
の
消
費
税
増
税

分
を
３
年
間
で
返
す
と
い
う
意
味
で
、

的
な
出
国
を
し
た
と
き
に
、
引
き
続

き
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
で
の
金
融
商
品
の

保
有
を
可
能
に
す
る
措
置
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
国
内
居
住

者
の
た
め
の
非
課
税
制
度
で
あ
る
た

め
、
海
外
に
居
住
し
て
い
る
者
は
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
海
外
に
転
勤
し
て
非
居

住
者
と
な
る
場
合
、
出
国
ま
で
に
口

座
を
開
設
し
て
い
る
金
融
機
関
に
出

国
届
出
書
を
提
出
し
て
、
非
課
税
口

座
を
廃
止
し
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
購
入
し

て
い
た
上
場
株
式
等
は
課
税
口
座
に

移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

す
。

　

大
綱
で
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
、
つ
み
た

て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
を
保
有
す
る
投
資

家
が
一
時
的
に
海
外
転
勤
す
る
場
合
、

出
国
日
の
前
日
ま
で
に
金
融
機
関
に

「
継
続
適
用
届
出
書
」を
提
出
す
れ
ば
、

そ
の
日
か
ら
帰
国
を
し
て
「
帰
国
届

出
書
」
を
提
出
す
る
日
か
、
５
年
後

の
12
月
31
日
か
い
ず
れ
か
早
い
日
ま

で
、
そ
の
投
資
家
を
居
住
者
と
み
な

前
半
の
「
」
部
分
は
、
消
費
税
の
か

か
っ
て
い
る
建
物
部
分
の
税
抜
き
価

格
を
求
め
る
た
め
の
算
式
で
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
消
費
税
引
上
げ
後

に
住
宅
を
取
得
し
た
人
は
、
２
％
の

引
上
げ
分
と
同
額
だ
け
税
額
控
除
額

が
増
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

│
│
金
融
証
券
税
制
で
の
改
正

は
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
中
心
で
す
ね
。

柴
原　

金
融
庁
は
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
恒
久

化
と
、
つ
み
た
て
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
の
20
年
の
積

立
期
間
を
確
保
す
る

改
正
を
要
望
し
て
い

ま
し
た
が
、
ど
ち
ら

も
認
め
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
認
め
ら
れ

た
の
は
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口

座
保
有
者
の
出
国
に

対
す
る
対
応
で
す
。

　
こ
れ
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ

Ａ
口
座
保
有
者
が
海

外
転
勤
な
ど
で
一
時

し
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
、
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ

Ａ
を
継
続
で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
出
国
中
は
非
課
税
口
座
に

上
場
株
式
等
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

成
人
年
齢
の
引
下
げ
に
伴
い

18
歳
か
ら
口
座
開
設
が
可
能

　
ま
た
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
開
設
で
き
る

年
齢
要
件
を
そ
の
年
の
１
月
１
日
に

お
い
て
20
歳
以
上
か
ら
18
歳
以
上
に

引
き
下
げ
ま
す
。
民
法
の
成
人
年
齢

の
20
歳
か
ら
18
歳
へ
の
引
下
げ
は
２

０
２
２
年
４
月
１
日
か
ら
で
す
が
、

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
は
２
０
２
３
年

１
月
１
日
以
後
に
開
設
さ
れ
る
口
座

か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
同
時
に
、
ジ

ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
開
設
、
非
課
税

管
理
勘
定
お
よ
び
継
続
管
理
勘
定
の

設
定
年
齢
も
18
歳
未
満
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
同
一
年
の
一
般
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
口
座
と
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口

座
の
切
替
え
手
続
き
の
簡
素
化
が
行
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平成31年度税制改正大綱のポイント

消費税増税対策に苦心 
NISAの利便性向上や 

民法改正に伴う税制を整備
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